
免税販売の⼿続は電⼦化対応する必要があります︕

「eあっと免税」は免税電⼦化に対応した免税システムです

キャンペーン申込書ダウンロード（PDF）

免税帳票の 
パスポートの貼付廃⽌

免税販売の⼿続の 
電⼦化

国税庁サーバー

免税販売をするお店では、免税販売情報を国税庁に電⼦データとして送信する、免
税電⼦化の義務化となるため、準備だけは早めに⾏っておく必要があります。 
 
今は外国⼈観光客がほとんどいませんが、これからはワクチン接種の普及などに
よって以前のようなインバウンドの需要も期待されます。インバウンドが回復した
らすぐに売り上げをあげられるように、キャンペーン期間中に免税電⼦化の準備を
済ませておきましょう︕

申込期間︓2021年6⽉1⽇〜2021年8⽉31⽇ 
※申込⽇の翌⽉から、2021年9⽉分までの⽉額アプリ利⽤料、あっと免税レンタルプラン（2年契約） 
の対象期間内の料⾦を無料と致します。 
例）7⽉中申込→8⽉9⽉分無料→10⽉分から課⾦開始

１．「eあっと免税」の導⼊、または「あっと免税」を「eあっと免税」にバージョンアップされたユーザー 
２．所轄税務署への届出書の⼿続完了 
３．インターネット環境の整備ができてること 
４．POSデータの電⼦データ化

キャンペーン対象条件

・免税電⼦化対応「eあっと免税」導⼊キャンペーン申込書に必要事項をご記⼊の上、お申し込みください。

キャンペーン申込⽅法

キャンペーン期間

導⼊キャンペーン

免税電⼦化応援︕

2021年9⽉末まで⽉額料⾦が 無料︕
申込期間︓2021年6⽉1⽇〜2021年8⽉31⽇

免税販売⼿続きの義務化は2021年10⽉から


